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6  医療施設等の現況

[医療施設数の動向]

我が国の医療施設数は,戦後,経済の発展,国民皆保険制度を背景として逐次増加し,平成元年現在約14万2千
となっている。その内訳をみると,病院は1万81か所,一般診療所は8万572か所,歯科診療所は5万1,196か所
で,いずれも前年に比べて増加している。

[地域別病床数]

病院病床数は,平成元年10月1日現在約166万2千床(うち一般病床数は約124万床)であり,人口10万対一般
病床数は,1,005.9床となっている。地域別にみると,全般的に北海道,北陸,四国及び九州地域で多く,関東,東
海地域では全国平均を下回っている。

[国際比較]

病院の定義や役割は各国によって異なり単純に比較することはできないが,病院数,病床数いずれをみても
我が国の病院の量的整備は相当進んでおり,諸外国と比べ遜色ない水準となっている。

医療施設数の年次推移

都道府県別にみた人口10万対病院の一般病床数

厚生白書（平成２年版）
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7  救急医療体制

救急医療体制については,傷病者を搬送する医療機関として都道府県知事が告示する救急告示病院,救急告
示診療所のほか,初期及び二次,三次の救急医療機関と救急医療情報センターからなる体制の体系的な整備
を計画的に推進してきた結果,休日夜間を含め救急医療体制はおおむね整ってきている。

[初期救急医長体制の整備]

初期救急医療体制は,人口5万人以上の市を設置対象とする休日夜間急患センター及び地域医師会で実施し
ている在宅当番医制からなり,平成元年度末までに,それぞれ492か所,726地区の整備を行っている。

[第二次救急医療体制の整備］

入院治療を必要とする重症救急患者を受け入れる第二次救急医療体制は,広域市町村を単位とする病院群
輪番制病院及び共同利用型病院からなり,平成元年度末までに,それぞれ355か所,15地区の整備を行ってい
る。

[第三次救急医療体制の整備]

脳卒中,心筋硬塞,頭部損傷等の重篤救急患者を受け入れるため,高度な診療機能を有する24時間診療体制の
救命救急センターの整備を進め,平成元年度末までに１03か所の整備を行っている。

[広域救急医療情報システムの整備]

県全域を対象に,救急医療機関から情報を収集して医療機関,消防本部等へ提供する救急医療情報センター
については,平成元年度末までに31か所の整備を行っている。

事故種別救急出場件数構成比の推移

厚生白書（平成２年版）
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8  感染症対策

[感染症の動向]

国際交通の発達及び大量スピード化,海外旅行者の急増により,輸入感染症が増加し,我が国には従来存在し
ないとされていた感染症も報告されている。さらに,エイズやATLのようなレトロウイルス感染症,性感染
症,院内感染症などが重要な問題となってきている。

[感染症予防対策]

感染症予防対策は,伝染病予防法等により感染源,感染経路対策を,予防接種により感受性対策を,また,環境
衛生の整備を目的とする各種法律によって感染経路対策を行っている。

[結核・感染症サーベイランスシステム事業]

感染症患者の発生状況,病原体の検索など流行の実態を把握し,その情報を地域に還元することにより,予防
対策を実施している。昭和61年度からコンピューター・オンラインシステムを樹立し,より有効・的確な
予防対策を推進している。

[予防接種健康被害者の救済対策]

予防接種の実施に伴い,極めてまれにではあるが不可避的に異常な副反応がみられることにかんがみ,予防
接種法に基づく健康被害救済制度を設けている。

[検疫]

国内に常在しない検疫伝染病(コレラ,ペスト,痘そう及び黄熱)が船舶,航空機を介して国内に侵入すること
を防止するため,船舶,航空機に対する検疫,申請に基づく検査,予防接種等の業務及び港湾地域の衛生措置
等を行っている。なお,平成3年度より,重要空港に健康相談室を設置し,広く感染症に対する相談・健康指
導業務を行うこととなった。

検疫業務の流れ

厚生白書（平成２年版）



予防接種健康被害認定者数

検疫実績の推移
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9  結核対策

結核り患率や死亡率は年々減少しているが,今なお年間約5万人を超える新患者が発生する代表的感染症と
いえる。このため診断,治療技術の進歩,まん延状況の変化に対応しつつ,健康診断,医療,患者管理等の予
防・治療対策を推進していく必要がある。

[健康診断・予防接種]

健康診断・予防接種は,事業所,学校及び施設等においてはその長が,それ以外の一般住民については市町村
長が実施義務者となり実施されている。

[患者管理]

結核患者を適正な医療と正しい生活指導によって,早期に社会復帰できるように指導管理し,家族やその他
への伝染防止を図るのが患者管理である。保健所では,患者の症状,受療状況及び生活環境等を把握した結
核登録票を整備し,これにより保健婦による家庭訪問指導や管理検診等が計画的に進められ効果をあげて
いる。

[結核医療]

結核の医療については,結核予防法に基づいて公費負担が行われている。これには,結核の適正医療を普及
させる見地から一般患者について行われるもの(医療費の2分の1を公費負担)と,結核を伝染させるおそれ
があると認められる従業禁止・命令入所患者に対して行われるもの(患者及び扶養義務者の所得に応じ,医
療費の全部又は一部を公費負担)とがある。

結核予防対策のあらまし

厚生白書（平成２年版）



新登録結核患者数・り患率及び結核死亡数・死亡率の推移
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10  精神保健対策

現代社会はその急激な変容と多様化により,個人の内面において大きなストレスを生じさせており,国民の
「心の健康」の保持と増進が求められている。

[精神障害者の医療]

精神障害者の医療には,通院医療と入院措置がある。通院医療は向精神薬や精神科リハビリテーションの
進歩により増大してきている。入院措置は自傷他害のおそれのあるものを精神病院に入院させるもので
あるが,平成元年の措置入院者数約1万3,800人(医療費全額が公費負担)となっている。このほか精神障害
者の同意に基づいて入院させる任意入院などがある。平成元年の入院患者数は約34万4,000人となってい
る。

[精神障害者社会復帰施設]

精神障害者の社会復帰や社会参加を促進するためには,日常生活の場を確保することが必要であり,精神障
害者社会復帰施設として精神障害者生活訓練施設(精神障害者援護寮(32施設)・精神障害者福祉ホーム(51
施設))が設けられている。また精神障害者の社会活動の場としては精神障害者通所授産施設(32施設),精神
障害者小規模作業所(188施設),精神科デイ・ケア施設(186施設)などが設けられている。なお,通院中の障
害者が実際の職場で生活指導・社会適応訓練を行うための委託を事業所に行う職親(通院患者リハビリ
テーション事業)制度もある。

入院・外来別受療者の疾病別割合

精神病床数・入院患者数・措置患者数及び外来患者年間延べ数の推移

厚生白書（平成２年版）
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11  難病対策

[難病対策としての疾病の範囲]

昭和47年に定められた「難病対策要綱」により,次の2項目に整理している。

1)原因不明,治療法未確立であり,かつ,後遺症を残すおそれが少なくない疾病。

2)経過が慢性にわたり,単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要するために家庭の負担
が重く,また精神的にも負担の大きい疾病。 

[難病対策の柱]

1)調査研究の推進,2)医療費自己負担の解消,3)医療施設の整備,4)難病患者医療相談モデル事業の対策が行
われている。

[調査研究の推進]

平成2年度は,43の研究班が組織されており,研究費は13億8,750万円となっている。

[難病患者への医療費補助]

難病には種々の疾病が含まれ,医療費の補助制度も多様であり,特定疾患治療研究費,小児慢性特定疾患治療
研究費,更生医療費,育成医療費,重症心身障害児(者)措置費・進行性筋萎縮症児(者)措置費などの名目に
よって,医療費の公費負担が行われている。

[難病患者への相談事業]

難病患者及びその家族に対し,医療及び日常生活に係る相談,指導,助言等を行い,疾病等に対する不安の解
消を図るとともに,ねたきり等により受療が困難な在宅の難病患者に対し,訪問診療により医学的指導等を
行い,地域における在宅医療を促進するため難病患者医療相談モデル事業を行っている。

難病対策の概要

厚生白書（平成２年版）
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12  腎移植・角膜移植体制

[腎移植体制]

(腎移植センター)

国立佐倉病院を中核機関とし,14ブロックの地方腎移植センターに加え,新たに都道府県腎移植推進・情報
センターを整備し,普及啓発事業,腎提供者の登録腎臓のあっせん等を行う腎バンクを設置し,腎移植の円滑
な推進を図っている。

(腎移植推進月間)

腎不全予防及び腎移植に関する理解と協力を求めるため,昭和61年度から毎年10月を「腎移植推進月間」
と定め,広く国民に対し,献腎思想の普及啓発を行っている。

[角膜移植体制]

(アイバンク)

角膜の障害による失明に対する唯一の根本治療である角膜移植については,昭和34年に施行された「角膜
移植に関する法律」以来,アイバンクの整備を始めとして推進している。現在,(財)日本眼球銀行協会が中
心となり,全国45のアイバンクが角膜移植推進のため,国民に対する普及啓発活動を行い,併せて角膜提供者
の登録,角膜のあっせん等を行っている。

透析患者,移植希望者及び移植件数の推移

腎移植の体系と現状
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13  国立病院及び国立療養所

[国立病院及び国立療養所の概況]

国立病院は全国99か所(分院2,国立がんセンター,国立循環器病センターを含む)設置され,主として,がん,循
環器病等に関する高度先駆的医療や総合的診療を行っているほか,臨床研究,医療従事者の研修・養成,開発
途上国に対する国際医療協力等を行っている。

国立療養所は全国15１か所(国立精神・神経センターを含む)設置され,主として,結核,ハンセン病等特殊な
療養を必要とする専門的医療を行っているほか,臨床研究,医療従事者の研修・養成等を行っている。

[国立病院等の再編成後の桟能類型］

国立病院・療養所については,国立医療機関にふさわしい広域を対象にした高度又は専門医療等を担える
よう,その質的機能の強化を図るため,昭和61年度から,全国的視点に立って,経営移譲及び統合による再編
成を推進するとともに,再編成を通して次の機能を担う国立医療機関として整備充実を図っていくことと
している。

再編成後の機能類型

全病院に占める国立病院・療養所施設数,病床敷の割合の推移

厚生白書（平成２年版）



国立病院・療養所再編成計画の進捗状況
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14  原爆被爆者対策

[被爆者]

被爆者:次の1)～4)のいずれかに該当する者で,都道府県知事(広島市及び長崎市にあっては市長)から被爆
者健康手帳の交付を受けた者

1)原爆が投下された際,当時の広島市内,長崎市内又は一定の隣接地域内で直接に被爆した者。

2)原爆が投下されてから2週間以内に爆心地から約2km以内に立ち入った者。

3)死体処理及び救護等に当たった者。

4)上記被爆者の胎児であった胎内被爆者。

[原爆被爆者対策]

原爆被爆者対策については,放射線による健康障害という特別の状態に着目して,原爆医療法及び原爆特別
措置法に基づき,被爆者に対し必要な健康診断,医療の給付を行うとともに,各種手当の支給等を行ってい
る。

このほか,原爆被爆者家庭奉仕員派遣事業,相談事業や関連施設の整備,調査研究事業等を実施している。

[昭和60年度原子爆弾被爆者実験調査（死没者調査)結果の概要]

原爆死没者の実態をより明らかにし,後世に伝えることを目的として,被爆者健康手帳所持者を対象に調査
を実施した。その結果,調査票に記載された死没者総数として173,925人が確認され,これを既存資料(広
島・長崎市の動態調査)と突合したところ,既存資料にない死没者として新たに11,929人が確認された。な
お,確認が困難な者25,190人については,さらに広島・長崎両市において,調査が進められている。

原爆諸手当の受給者(件)数及び手当月額
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